
阿見町地域再生計画新旧対照表 

新 旧 

地 域 再 生 計 画 
 
（１～４，５－１ 略） 
 
５－２ 法第５章の特別の措置を適用して行う事業 

 汚水処理施設整備交付金を活用する事業 
  対象となる事業は、以下のとおり事業開始に係る手続き等を了している。

なお、整備個所等については、別添の整備個所を示した図面による。 
 ・農業集落排水………福田地区 平成１５年４月に事業採択の通知を国より

受ける。 
           実穀上長地区 平成１８年 4 月に事業採択の通知を国

より受ける。 
 ・合併浄化槽（個人設置型）……… 昭和６２年度から設置を推進している。

 
［事業主体］ 
・いずれも阿見町 
［施設の種類］ 
・農業集落排水施設 
 ・合併浄化槽（個人設置型） 
［事業区域］ 
 ・農業集落排水施設        福田地区、実穀上長地区 
 ・合併浄化槽（個人設置型）    阿見町の区域の一部 
（公共下水道事業認可区域及び農業集落排水事業区域を除いた区域） 
［事業期間］ 
 ・農業集落排水施設        平成１９年度～平成２３年度 
 ・合併浄化槽（個人設置型）    平成１９年度～平成２３年度 
［整備量］ 
 ・農業集落排水施設       φ７５～２００ｍｍ  

１１，５７４ｍ 
                 処理施設  ２箇所 
 ・合併浄化槽（個人設置型）        ２５５基 
  なお、各施設による新規の処理人口は下記の通り。 

地 域 再 生 計 画 
 
（１～４，５－１ 略） 
 
 ５－２ 法第５章の特別の措置を適用して行う事業 
 汚水処理施設整備交付金を活用する事業 
  対象となる事業は、以下のとおり事業開始に係る手続き等を了している。

なお、整備個所等については、別添の整備個所を示した図面による。 
 ・農業集落排水………福田地区 平成１５年４月に事業採択の通知を国より

受ける。 
           実穀上長地区 平成１８年 4 月に事業採択の通知を国

より受ける。 
 ・合併浄化槽（個人設置型）……… 昭和６２年度から設置を推進している。 
 
［事業主体］ 
・いずれも阿見町 
［施設の種類］ 
・農業集落排水施設 
 ・合併浄化槽（個人設置型） 
［事業区域］ 
 ・農業集落排水施設        福田地区、実穀上長地区 
 ・合併浄化槽（個人設置型）    阿見町の区域の一部 
（公共下水道事業認可区域及び農業集落排水事業区域を除いた区域） 
［事業期間］ 
 ・農業集落排水施設        平成１９年度～平成２３年度 
 ・合併浄化槽（個人設置型）    平成１９年度～平成２３年度 
［整備量］ 
 ・農業集落排水施設       φ７５～２００ｍｍ  

１１，５７４ｍ 
                 処理施設  ２箇所 
 ・合併浄化槽（個人設置型）        １５０基 
  なお、各施設による新規の処理人口は下記の通り。 



  ・農業集落排水施設     福田地区５７０人 
実穀上長地区１，１３０人 
   ・合併浄化槽（個人設置型） 阿見町の区域の一部 ９１５人 
［事業費］ 
 ・農業集落排水施設       事業費    ２，０３６，１６０千円

（うち、交付金 １，０１８，０８０千円）

                    単独事業費 １１９，５００千円

 ・合併浄化槽（個人設置型）   事業費      １１８，４５２千円

（うち、交付金 ３９，４８４千円）

 ・合計             事業費    ２，１５４，６１２千円

                （うち、交付金 １，０５７，５６４千円）

                 単独事業費 １１９，５００千円 
 
 
 
（５－３，６～８ 略） 
 
 
 

  ・農業集落排水施設     福田地区５７０人 
実穀上長地区１，１３０人 
   ・合併浄化槽（個人設置型） 阿見町の区域の一部 ４５０人 
［事業費］ 
 ・農業集落排水施設       事業費    ２，０３６，１６０千円 

（うち、交付金 １，０１８，０８０千円） 
                    単独事業費 １１９，５００千円 
 ・合併浄化槽（個人設置型）   事業費       ７１，４４５千円 

（うち、交付金 ２３，８１５千円） 
 ・合計             事業費    ２，１０７，６０５千円 
                （うち、交付金 １，０４１，８９５千円） 

                 単独事業費 １１９，５００千円 
 
 
（５－３，６～８ 略） 
 
 
 

  

 
 


